
大牟田市立宅峰中学校保護者教師会規約 

 
 

第１章  名  称 

 

第１条  本会は、名称を宅峰中学校保護者教師会（ＰＴＡ）とし、事務局を大牟田市立宅峰中学校に

置く｡ 

 

第２章  目  的 

 

第２条  本会は、学校、家庭、地域の協力により、教育の振興を図ることを目的とする。本会は、政

治団体・政党に無関係であり、営利を目的とせず、宗教に拘らず、学校行政や教育方針に干

渉しない。 

 

第３章  事  業 

 

第３条  本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 教育についての研究調査 

２ 学校施設・資料の整備援助 

３ 会員の知識・教養の向上 

４ 生徒の福祉増進並びに校外補導 

５ 教育振興に関する公共機関の協力要請 

６ その他、目的達成に必要な事項 

 

第４章  会  員 

 

第４条  本会の会員となることのできる者は次のとおりである。 

１ 本校に在籍する生徒の保護者 

２ 本校に勤務する校長及び教職員 

３ 本学区内に居住し本会の趣旨に賛同する者。ただし、理事会において決定する。 

第５条  会員はすべて平等の権利と義務を有する。 

第６条  会員は会員となった月から会費を納めなければならない。 

 

第５章  会  計 

 

第７条  本会の会計は、一般会計と特別会計とする。 



１ 一般会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁される。 

２ 特別会計は、物品販売、バザー、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

第８条  一般会計の経理はすべて、総会で認められた予算に基づいて行われ、会費は附則で別に定め

る。 

第９条  特別会計の経理は附則で別に定める。 

第１０条  一般会計及び特別会計は会計監査を受け、総会に報告しなければならない。 

第１１条  会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第６章  役  員 

 

第１２条  本会の役員は次のとおりとする。 

１ 会 長  １名 

２ 副会長  ２名  

３ 書 記  ２名（保護者・学校側各１名） 

４ 会 計  ２名（保護者・学校側各１名） 

５ 各役員は他の役員を兼ねることはできない。 

第１３条  役員の任期は１年とし再選を妨げない。ただし、同一役職については、原則３年を超えない

ものとするが、学校側役員はこの限りではない。 

第１４条  役員の選出は、役員選出規定により別に定める。 

第１５条  役員は理事会において承認し選任する。 

 

第７章  会計監査 

 

第１６条  本会の経理を監査するために２名の会計監査を置く。 

第１７条  会計監査の選出は、役員選出規定により別に定め、理事会において承認し選任する。 

第１８条  会計監査の任期は１年とし、再選を妨げない。ただし、原則３年を超えないものとする。 

 

第８章  総  会 

 

第１９条  総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、定足数は構成員の３分の１（委

任状を含む）とする。また、特別な事情により開催できない場合は、書面による決議を行う

ことができる。 

第２０条  総会の議事は、規約改正並びに特別の定のある場合を除いて、出席者の過半数でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 



第２１条  総会は会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めた場合、又は会員の１割以上の要求が

あった場合には、会長は総会を招集しなければならない。 

 

第９章  役員会及び理事会 

 

第２２条   役員会は役員及び学校長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

第２３条  理事会は役員並びに常任委員会、臨時委員会の各委員長、校長及び教職員代表３名をもって

構成され、総会の決議に基づいて本会の業務を運営し、かつ総会に提出する議案の調整及び

作成を行う。 

第２４条  理事会の定足数は構成員の２分の１とする。 

第２５条  理事会は会長が招集する。ただし、構成員の４分の１以上の要求があった場合には、会長は

理事会を招集しなければならない。 

第２６条  理事会の議事は、附則改正並びに特別の定のある場合を除いて、出席者の過半数でこれを決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

第１０章  常任委員会及び臨時委員会 

 

第２７条  本会の活動に必要な事項について調査研究立案するために、常任委員会を置く。常任委員会

については附則で別に定める。 

第２８条  理事会は必要に応じて臨時委員会を設けることができる。臨時委員会については附則で別に

定める。 

第２９条  常任委員会、臨時委員会はいかなる事項についても理事会の承認を得なければ実行すること

はできない。 

 

第１１章  改  正 

 

第３０条  本規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。ただし、

改正案は総会の少なくとも１週間前に全会員に知らせておかなければならない。 

 

第１２章  補  則 

 

第３１条   本規約は令和７年４月１日より実施する｡ 

 
 

 
 

 



大牟田市立宅峰中学校保護者教師会規約（附則） 

 
 

第１章  会  費 

 

第１条  会費は月額３００円とし、毎月納入しなければならない。 

第２条  会費は総会において決定する。 

 

第２章  役員の任務 

 

第３条  会長の任務は次のとおりとする。 

１ 本会を代表する。 

２ 総会・理事会を招集する。 

３ 各常任委員会の委員長を委嘱する。 

４ 理事会の承認を得て、臨時委員会の委員長を委嘱する。 

５ 役員選出及び会計監査に関する集会を除いた（ただし、選考委員に選任された場合を除

く）すべての集会に出席して、意見を述べることができる。 

第４条  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その代理を務める。 

第５条  書記の任務は次のとおりとする。 

１ 本会の事務局を担当する。 

２ 諸会議等の記録・通信・資料の保管、その他庶務一般事項を処理する。 

第６条  会計の任務は次のとおりとする。 

１ 総会が決定した予算に基づいて一切の一般会計事務を処理する。 

２ 特別会計の事務一切を処理する。 

３ 総会において会計監査の監査を経た決算報告をする。 

４ 本会の財産を管理する。 

５ 一般会計の予算を立案する。 

第７条  役員はそれぞれ１つの常任委員会を担当し、その委員会において意見を述べることができる。 

第８条  役員に欠員が生じた場合は、理事会がこれを補充し、会員に周知する｡なお、任期は前任者の

残任期間とする｡ 

 

第３章  会計監査の任務 

 

第９条  会計監査は、年度の会計を監査し総会に報告する。 

 



第４章  総  会 

 

第１０条  総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年度初めに開催し、臨時総会は、必要に応

じて会長が臨時にこれを招集する。 

第１１条   総会には次の事項を討議する。 

１ 事業報告及び決算の承認。 

２ 次年度事業計画及び予算の承認。 

３ その他重要なる事項。 

第１２条  総会には議長団(正副議長)を置き、その都度会員の中より選出して議事の運営にあたる。 

 

第５章  常任委員会・臨時委員会 

 

第１3条  常任委員会は学年委員会・総務委員会・広報委員会・地域委員会とする。 

第１4条  常任委員会の構成は次のとおりとし、任期は１年とする。 

１ 各委員会の構成については、学年委員会・地域委員会は原則として各学年から３名ずつ

選出、３学年合計９名の構成（１年生については３小学校校区から各１名ずつ選出）と

する。総務委員会・広報委員会は各学年から４名ずつ選出、３学年合計１２名の構成と

する。 

２ 常任委員会に欠員が生じた場合は、その所属の学年の中から選任する｡なお、任期は前任

者の残任期間とする｡ 

３ 各委員会は、委員の互選により正・副委員長を選出する。 

第１５条  学年委員会は、本会の会員の福利厚生に関する業務を行い、会員相互の親睦融和を促進する

ことに努める。加えて、会員間の交流を深める行事の企画・運営を行うとともに、家庭と学

校との連絡を密にして､学年共通の業務を処理する。 

第１６条  総務委員会は、他の委員会に属しない事業を立案計画する。また、物品販売やバザーなどを

企画運営して、生徒の学習環境向上に努める。 

第１７条  広報委員会は、会員の意識の高揚と相互理解を深めるための広報活動を行う。 

第１８条  地域委員会は、地域生徒の健全育成を図り、補導機関との連携をとりながら、地域の諸問題

の解決を図る。 

第１９条  臨時委員会は理事会においてその必要性に応じて発足し、その任務を終えるとともに解散す

る。 

第２０条  校長は、全ての会議に出席して意見を述べることができる。 

 



第６章  特別会計 

 

第２１条  特別会計は、規約第２章の目的を達成するために設ける。 

第２２条  特別会計の予算の立案及び執行は、理事会の多数決により決定する｡ただし、理事会において

特別決議を要すると決した場合は、臨時総会又は書面表決をもって決する。 

 

第７章  改  正 

 

第２３条  附則は理事会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。改正の結

果は総会に報告しなければならない。 

 

第８章  補  則 

 

第２４条  本附則は令和７年４月１日より実施する。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



          大牟田市立宅峰中学校保護者教師会規約（規定） 

 
 

第１章  規  定 

 

第１条  本会の諸規定は次のとおりとする。 

１ 役員選出規定 

２ 旅費規定 

３ 慶弔規定 

４ 表彰規定 

 

第２章  役員選出規定 

 

第２条  役員及び会計監査・常任委員長（以下役員等という）の選出については、この規定による。 

第３条  会員は全ての者が立候補又は推薦を受ける権利を有する。 

第４条  役員等選出を行うときは、選考委員会を設ける。 

第５条  選考委員会の構成については、原則として、当該年度に卒業予定の生徒を持つ役員・理事と

する。 

第６条  選考委員会の正副委員長各１名は、原則として、当該年度に卒業予定の生徒を持つ役員・理

事の中から選出する。 

第７条  選考委員は次の業務を行う。 

１ 立候補者及び推薦者の有無を確認するとともに、学校教育に理解があり、ＰＴＡ活動に

熱心で会合等出席可能で、地域性及び男女の配分等を考慮して選考する。 

２ 候補者との交渉 

３ その他選考事務に必要な事項 

第８条  選考委員会は、選考の結果を理事会に報告する。 

第９条  役員等は、理事会において出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる｡ 

 

第３章  旅費規定 

 

第１０条  役員及び会員等が会議・研修会等に出席する場合の旅費の支給にはこの規定による。 

第１１条  旅費は下表を基準とし、下表以外の参加については予算の範囲内において理事会で決定する。

また、特別の場合は理事会において審議し、支給する。 



大牟田市内 

南筑後ブロック管内 

北筑後ブロック管内 

500円 

1,500円 

2,500円 

 福岡市方面 

北九州・京築・筑豊方面 

熊本市方面 

4,000円 

5,000円 

4,000円 

ただし、オンライン研修に参加した場合は、一律１，０００円を支給する。 

第１2条  公共運賃の改正に応じて改正する。 

第１3 条  会員が会費を必要とするＰＴＡの公的な会合に参加する場合は、その参加費の全額を一般会

計より支給する。一地区の役員交流会については、その参加費の半額を一般会計より支給す

る。 

 

第４章  慶弔規定 

 

第１4条  会員並びに生徒に対する慶弔金の支給にはこの規定による。 

第１5条  この規定において慶弔金とは、次に掲げるものをいう。 

１ 弔慰金 

２ 災害見舞金 

３ 前項のほか、特別の場合は理事会において審議し、支給する。 

第１6条  慶弔金は、学校慶弔規定のとおりとする｡ 

第１7条  この規定適用についての返礼は一切行わない。 

 

第５章  表彰規定 

 

第１8条  本会の表彰に関しては、この規定による｡ 

第 19条  表彰は、次の事項に該当するとき、原則として総会の席上でこれを行う。 

１ この会の役員として１年間就任し、役職を辞するとき感謝状を贈呈する。 

２ その他必要と認めたときは、理事会において審議し、表彰状・感謝状もしくは記念品を

贈呈する。 

 

第６章  改  正 

 

第２0 条  規定は理事会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。改正の結

果は総会に報告しなければならない。 

 

第７章  補  則 

 

第２1条  本規定は令和７年４月１日より実施する。 



大牟田市立宅峰中学校保護者教師会規約(細則) 

 
 

第１章  目  的 

 

第１条  規約並びに附則・諸規定を円滑に実行するため、細則を定める。 

 

第２章  会  議 

 

第２条  役員選考委員会が選出した候補者は、理事会で承認を得た後、次年度の役員予定者として役

員予定者会議を開催する。 

第３条  予定者会議は、引継ぎがスムーズに行われるよう十分に配慮した会議とする。 

 

第３章  家庭教育委員会 

  

第４条  市Ｐ連家庭教育委員会には、女性副会長が参加する。 

第５条  女性副会長が選出されていない場合又は、事故ある場合は、理事会において理事会の中から

担当者を選出する。 

 

第４章  改  正 

 

第６条   細則は理事会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。改正の結

果は総会に報告しなければならない。 

 

第５章  補  則 

 

第７条  本細則は平成２８年４月１日より実施する。 


